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「前橋市屋外広告物条例」の改正に関する
  

  

 パブリックコメント（意見募集）資料
  

  
  

1 条例改正の趣旨 

（１）管理が不十分な屋外広告物による事故の発生 

平成27年2月、北海道札幌市内で屋外広告物の一部が落下し、通行人を直撃して意識不

明の重体を負わせる事故が発生しました。事故発生の要因として、日常の管理が適切に行

われていなかったことに加え、責任の所在も明確ではありませんでした。 

（２）国・県の動き 

札幌市の事故を受け、国がガイドラインを改正。群馬県も令和7年度からガイドライン

に即し、安全点検強化を目的した条例改正を行いました。 

（３）市の現状 

前橋市においても令和5年に看板落下事故が発生しました。幸いにも人身事故には至り

ませんでしたが、昨今の風水災害の激甚化や冬季の強風といった本市固有の自然環境など

も鑑み、安全点検のルールを強化することとなりました。 

 

２ 改正内容 

すべての屋外広告物の安全管理の適正化を目指します 

（１）管理責任者の追加と範囲の拡大 

屋外広告物の管理責任者として所有者と占有者を追加し、責任の所在を明確化します。

（２）すべての屋外広告物について有資格者による安全点検義務が課されます。 

~ これまでの安全点検は大規模な屋上広告物以外、とくに点検者の資格要件は定められて

いませんでした。 

改正後は、全ての屋外広告物の安全点検を※有資格者によるものとします。 

 ※有資格者：屋外広告士、屋外広告点検技能講習修了者、屋外広告物講習会修了者 

 

（３）安全点検項目が１７項目に詳細化されます。 

点検項目を現在の7項目から１７項目へ増やし、より詳細なチェック体制をしきます。

屋外広告物の安全管理の適正化を目指します~ 

主な改正点は以上となっております。（施行予定日 令和８年４月１日）  

 ※詳しくは次ページ以降をご覧いただき、ご意見をお寄せください。  

  ・２～３ページ   主な改正点  

  ・11～12 ページ   新旧対照表  

  

１ 意見募集期間  

令和７年８月２５日（月）から令和７年９月２４日（水）まで  

  

２ 意見の提出方法  

 ①所定の意見提出用紙に必要事項を記入してください。  

 ②以下のいずれかの方法で提出してください。  

資料２-２ 



2  
  

   郵送        〒371-8601 前橋市大手町一丁目１２－１  

前橋市役所 都市計画課 景観・歴史まちづくり係 あて 

ファックス     ０２７－２２１－２３６１  

 電子メール     toshikeikaku@city.maebashi.gunma.jp 

 窓口に直接提出   前橋市保健所（２階 衛生検査課）市役所（２階 情報公開コーナ

ー）、各支所、各市民サービスセンター・各公民館・各コミュニティセンター  

    

【問い合わせ先】 

都市計画部 都市計画課 景観・歴史まちづくり係  

電話：０２７－８９８－６９７４  

主な改正点  

【説明】 

管理義務者として屋外広告物の設置者、管理者に所有者及び占有者を追加し、責任を明

確化にします。 

  【説明】  

すべての広告物等について有資格者による点検の義務化（条例・規則）条例第３２条の２

第１項本文の点検は、広告物の種類及び特性に応じて、３年を超えない期間ごとに目視、打

診等により行うものとします。 

※全文が追加されます  

 

○条例３２条の２ 屋外広告士その他これと同等の知識を有する者として規則で定めるも

のについて 

１ 屋外広告物講習会修了者（自治体が開催する講習） 

（管理義務） 

第３１条 許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者若しくはこれらの者か

ら当該屋外広告物等の管理を委託され、若しくは依頼された者又は次条第１項に規定

する管理責任者又は広告物等の所有者若しくは占有者（以下、広告物の所有者等）

は、当該屋外広告物等に関し補修、除却その他必要な管理を行い、常に良好な状態に

保持しなければならない。 

（点検義務） 

第３２条の２ 

 許可表示者その他の屋外広告物等の表示等を行う者若しくはこれらの者から当該屋

外広告物等の管理を委託され、若しくは依頼された者又は前条第１項に規定する広告

物の所有者等は、その所有し又は占有する広告物等について、規則で定めるところに

より、屋外広告士その他これと同等の知識を有する者として規則で定める者に、当該

広告物等の本体、接合部支持部分等の劣化及び損傷の状況を検証させなければならな

い。ただし、規則で定める広告物等については、この限りではない。  

２ 第１５条第３項の規定による許可等の期間の更新を申請しようとするものは、前

項の点検の結果を市長に報告しなければならない。 
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２ 建築士（一級、二級、木造） 

３ 電気工事士 

４ 電気主任技術者（第一種、第二種、第三種） 

５ 屋外広告物点検技能講習修了者（民間団体による講習） 

６ 広告美術仕上げ又は帆布製品製造に係る職業訓練者等 

 ただし、令和９年４月１日から構造物の重要度(広告物等の高さ４ｍ超)に応じ、点検資格

者を厳格化し、上記の「１ 屋外広告物講習会修了者（自治体が開催する）」は高さ４ｍ以

下の広告物のみ点検可能とします。 

※高さ４ｍを超える広告塔や広告板は、工作物確認申請（建基法施行令第 138 条第 1項）が

必要となるため。 

 

○安全点検項目の細分化 

点検項目を現在の 7 項目から１７項目へ増やします。 

新書式 
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旧書式 


